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市政へのご意見・ご要望は…対話連携推進室　〒514－8611（住所不要）
　229－3105　　229－3366　　info@city.tsu.lg.jp

介護保険課
　229－3149　　229－3334

元気アップ教室

救急課
　254－1603　　256－7755

患者等搬送事業乗務員
基礎講習会

問い合わせ　下水道総務課
　239－1038　　239－1037

教室の様子

　自分らしく生活できるよう介
護予防に取り組みましょう。日
程や場所など、詳しくはお問い
合わせください。

　住居専用住宅に浄化槽を設置する場合に、予算
の範囲内で補助金を交付しています。
対象地域
●下水道計画区域内で下水道予定処理区域以外の
　地域
●下水道予定処理区域になった日の翌日から７年
　を経過しても下水道の供用が開始されないと見
　込まれる地域
※対象地域について詳しくは、下水道総務課へお
　問い合わせください。
※下水道計画区域外については、市営浄化槽事業
　の対象になりますので、補助対象外です。市営
　浄化槽の設置依頼書などは下水道総務課または
　各総合支所地域振興課にあります。
補助金限度額

浄化槽の維持管理は適正に！
　浄化槽は、トイレ・
台所・風呂などから
排出される汚れた水
を、微生物の働きを
利用してきれいにし
ます。微生物が活動
しやすい環境を保つ
ためには、維持管理(保守点検・清掃・法定検査)
を適正に行うことが大切です。これを怠ると、浄
化槽の機能が低下し、悪臭が発生したり汚れた水
が流れ出たりして、川や海を汚す原因になりま
す。浄化槽が正常に機能するように、定期的な維
持管理を確実に行いましょう。

と　き　４月から９月の月１回
　(全６回)
ところ　保健センター、市民セ
　ンターなど
内　容　自宅でできる運動、お
　口の体操、介護予防の学習、
　体力測定など
対　象　65歳以上の人

と　き　５月16日(土)・17日(日)
　８時～19時(全２回)
ところ　消防本部３階
内　容　患者等搬送事業に必要

　な知識と技術の習得　※修了
　者に乗務員適任証を交付
対　象　車椅子やストレッチャー
　などを固定できる車両で、緊
　急性の低い入退院や通院、転
　院、社会福祉施設などへの搬送
　を行っている事業者の乗務員
教　材　「患者等搬送乗務員基
　礎講習テキスト2010年版ガイ
　ドライン対応」(東京法令出版
　発行／税込み5,100円)を各自
　で用意して持参
申し込み　電話で救急課へ
申込期間　４月20日(月)～５月
　１日(金)９時～17時　※土・
　日曜日、祝日を除く

　農業集落排水処理施設使用料の徴収時期が
４月から変更になります。これに伴い、水道
料金と別々の納付になっていた農業集落排水
処理施設使用料が、４
月から原則水道料金と
同時請求・同時納付に
なります。ご不明な点
がありましたら下水道
総務課へお問い合わせ
ください。

市営浄化槽区域以外にお住まいの人へ

浄化槽補助金制度

※下水道予定処理区域以外の地域には、単独処理浄化槽の撤
　去費用９万円までと、単独処理浄化槽やくみ取り便槽から
　転換するときの配管費用６万円までを別途交付します。

区　分 浄化槽の
大きさ

単独処理浄化槽
やくみ取り便槽
からの転換設置

上記を除く浄化
槽設置

５人槽
７人槽
10人槽
５人槽
７人槽
10人槽

332,000円
414,000円
548,000円
84,000円
103,000円
138,000円

限度額
（下水道予定処理区
域外・区域内共通）

農業集落排水の使用料徴収時期が変更に農業集落排水の使用料徴収時期が変更に


